
令和６年度心のテレホン（いじめホットライン）相談事業に係る業務委託仕様書 
 

 

１ 委託業務名 心のテレホン（いじめホットライン）相談事業に係る業務委託 

 

２ 事業の目的 

  小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校における教育上の不安や悩み
を抱える児童生徒及び保護者等に対して、電話相談を開設し、専任の相談員による電話相
談等を行うことで、相談事業の充実を図る。 

 

３ 業務委託内容   

・ 県内小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校における児童生徒のい 

じめ、不登校等教育上の不安や悩みに関し、電話相談に応じる。 

・ 各月の委託業務の実施状況について、翌月の１５日までに相談事業記録用紙〔様式１〕 
の作成及び相談内容等〔様式２－１、２－２、２－３、２－４、２－５〕を集計し、毎 

月、委託者に報告する。ただし、３月分については令和７年３月３１日までに提出する。 

・ 相談者から自殺企図及び緊急を要する内容の電話があった場合、直ちに委託者等に連 

絡する。 

・ 委託業務が完了したときは、令和７年３月３１日までに委託業務完了報告書〔様式 

３－１、３－２〕を委託者に提出する。 

 

 ４ 相談期間及び時間 

   令和６年（２０２４年）４月１日～令和７年（２０２５年）３月３１日 

２４時間対応 

 

 ５ 相談対象 

   県内小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校に在籍する児童生徒、 

保護者、教職員 等 

 

６ 相談内容 

・ 児童生徒のいじめや不登校等に関する相談 

・ 学校内外における児童生徒の非行防止についての相談 

・ 家庭や地域社会における児童生徒の日常生活についての相談 

・ その他の児童生徒の悩みや問題行動等についての相談 

 

 ７ 相談方法 

   委託事業者が設置する電話相談室に、本業務委託に用いる電話回線を１回線配置し、転
送される電話（心のテレホンの回線をいじめホットラインの回線に転送）に対応する。そ
の際、本仕様書に従うとともに、関係法令を遵守し誠実に対応する。 

 

 ８ 相談体制 

（１） 電話相談室の設備 

電話相談室は、電話相談業務の専用ブースを設置するなど秘密保持に十分配慮した 

構造で、かつ電話相談員が適切に相談できるよう労働条件に配慮した設備であること。 
 

（２） 電話相談員の配置 

委託事業者は、電話相談室に業務従事者として電話相談員を配置すること。電話相 

談員の配置は、４で定める相談時間に常時２名以上配置するものとし、そのうち臨床 

心理士等心理専門家の資格を有する者を必ず１名以上配置しなければならない。 

電話相談員は、次のいずれかに該当する者とする。 

ア 臨床心理士の資格を有する者 

イ 精神保健福祉士の資格を有する者 

ウ 公認心理師の資格を有する者  

エ 社会福祉士や学校心理士などの有資格者で、教育又は児童福祉分野での相談 



経験を有する者 

オ  教育又は児童福祉に関する相談経験を 1 年以上有し、ア～エと同等以上の能 

力を有すると認められる者 

 

 （３） 業務責任者の配置 

委託事業者は、本業務を円滑に運用するため、電話相談室の責任者（以下、「業務責 

任者」）を１名配置すること。なお、業務責任者は、地方公共団体の子どものいじめや 

教育に関する電話相談の運営管理経験を３年以上有する者とする。 

 

 （４） 業務責任者の業務 

業務責任者は、電話相談員に対する指導を行うとともに、緊急の対応を要する相談 

等については支援体制を確保するなど、業務の円滑な執行管理を行う。 

  

（５） 業務責任者及び電話相談員の名簿の提出 

委託事業者は、委託業務開始前に業務責任者及び電話相談員の名簿（資格、相談等 

の経歴を含む。）を委託者に提出すること。 

 

（６） 電話相談員の研修等 

ア 委託事業者は、電話相談員の教育、指導、訓練及びいじめ、不登校、ＳＮＳ、 

虐待等の事案に関係する研修を実施し、資質向上に努めること。また、その内容を
報告すること。 

イ 委託者が、相談実績等から相談体制の維持のため特に必要と認める場合は、委託
事業者は電話相談員に対し必要な研修を実施すること。 

 

 （７） 緊急時における連絡体制の整備 

委託事業者は、緊急時における連絡体制を契約締結後直ちに委託者と協議のうえ整 

備すること。なお、連絡体制に変更が生じた場合も同様とする。 

 

（８） 経費負担区分 

委託者から転送される電話相談に係る通話料及び転送費用は、委託者が負担する。 

  

（９） その他 

・ 通常の連絡手段については、電話又は電子メールにて行うものとすること。 

・ 委託事業者は、自殺等、生命や身体の危険が推測され、緊急対応や危機介入が必 

要とされる場合は、直ちに委託者に連絡するとともに、必要に応じて佐賀県警察に 

も通報し、安否確認を依頼すること。 

 

９ 契約期間 

   令和６年（２０２４年）４月１日～令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

１０ 契約上限額 １１，２２０千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

 

１１ 業務の改善 

   委託者は、本仕様書に定めのない事項について、業務の改善が必要となった場合、委託
事業者に改善を命じ、これを執行させることができるものとする。 

 

１２ 守秘義務 

   委託事業者は、業務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。業務委
託契約が終了した後も、同様とする。  

   また個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法（平成１５年法律第５７号）を遵守
するとともに、佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠した取り扱いを行うこと。 

※ 佐賀県情報セキュリティポリシーの概要は県ホームページを参照すること。 

 

 



１３ 契約の変更 
（１） 委託者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、

又は、履行期限を変更することができる。この場合において、契約金額又は履行期限 
を変更する必要があるときは、委託者と委託事業者協議して書面によりこれを定める 
ものとする。 

（２） 前項における変更が委託者の責めに帰する場合において、委託事業者が著しい損害 
を受けたときは、委託事業者は委託者に対し損害賠償を請求することができる。ただ 
し、賠償請求できる賠償額は当該変更又は一時中止による直接損害に限られ、得べか 
りし利益、間接損害、弁護士費用等は含まれないものとする。 

 
１４ その他 

（１） 個人情報保護及び情報セキュリティ 

委託契約については、個人情報保護及び情報セキュリティに関し細心の注意が必要 

とされるため、委託事業者へ以下の事項を義務付ける。 

① 業務上知り得た個人情報の秘密保持を確保し、第三者への情報提供の禁止 

② 受託業務目的以外の利用の禁止 

③ 受託目的以外の個人情報データの複写または複製の禁止 

④ 業務従事者による個人情報保護の誓約 

⑤ 事故発生時の報告義務と報告手順の明確化 

（２） 再委託 

業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託業務の 

一部を再委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ委託者の承諾を受けることとする。 
（３） 権利の帰属 

本業務に係る帳簿書類の著作権は委託者に帰属し、委託事業者が複写、複製、抜粋 

その他の形式により他の用に供する場合は、委託者の承諾を受けなければならない。 

本業務のため作成した資料等に係る著作権は、委託者に帰属する。ただし、受託事 

業者が従前から保有する特許権、著作権等を適用したものについては、委託者はその 

使用及び複製の権利のみを有するものとする。 

（４） その他 

委託契約書又は仕様書に記載のない事項については、委託者と委託事業者が協議の 

上、決定するものとする。 

 この企画提案公募は、令和６年２月定例県議会において当該委託業務の予算が成立 

しない場合は成立しない。 

 

１５ 問い合わせ先、担当 

   佐賀県教育委員会事務局学校教育課生徒支援室 生徒支援担当 

   電話番号 0952-25-7222 FAX 0952-25-7633 

     メールアドレス gakkoukyouiku@pref.saga.lg.jp 


